
議
員
提
出
第
三
十
七
号
議
案

山
村
振
興
法
の
延
長
と
施
策
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

山
村
に
お
け
る
経
済
力
の
培
養
と
住
民
の
福
祉
向
上
、
地
域
格
差
の
是
正
と
国
民
経
済
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
に
一
九
六
五
年
に
制
定
さ
れ
た
「
山
村
振
興
法
」
に
基
づ
き
、
国
に
よ
る
山
村
へ
の
政
策
支
援

が
行
わ
れ
、
山
村
地
域
は
国
土
・
自
然
環
境
の
保
全
、
水
源
涵
養
、
地
球
温
暖
化
防
止
等
、
多
面
的
・
公
共

的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

し
か
し
山
村
地
域
は
農
林
業
の
低
迷
や
就
業
機
会
の
減
少
、
過
疎
化
・
高
齢
化
の
進
行
に
伴
う
集
落
機
能

の
低
下
な
ど
に
よ
り
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
環
境
が
続
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
山
村
振
興
法
の
期
限
を

二
〇
一
五
年
三
月
末
に
迎
え
る
が
、
山
村
地
域
の
現
状
と
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
地
域
振
興
・

地
域
林
業
の
確
立
に
向
け
、
国
は
同
法
の
有
効
期
限
を
延
長
し
万
全
の
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
地
球
温
暖
化
防
止
森
林
吸
収
源
対
策
に
係
る
安
定
的
な
財
源
の
確
保
や
、
森
林
施
業
の
集
約
化
促

進
に
対
す
る
更
な
る
支
援
策
の
実
施
な
ど
に
よ
り
「
森
林
・
林
業
基
本
計
画
」
の
推
進
を
図
る
こ
と
も
欠
か

せ
な
い
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
早
急
に
措
置
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

山
村
振
興
法
の
有
効
期
限
を
延
長
し
、
延
長
に
当
た
っ
て
は
、
内
容
の
拡
充
を
図
り
、
都
市
と
山
村
の

格
差
是
正
を
主
眼
と
し
た
対
策
に
加
え
、
山
村
地
域
が
果
た
す
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
係
る
国
と
し
て
の

責
務
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
ま
た
山
村
振
興
の
目
標
に
、
林
業
・
木
材
産
業
の
振
興
に
よ
る
地
域
資
源
を

活
用
し
た
地
域
林
業
の
確
立
、
就
業
機
会
の
増
大
と
定
住
の
促
進
を
盛
り
込
み
、
そ
の
達
成
に
必
要
な
施

策
を
講
じ
る
こ
と
。

二

森
林
・
林
業
基
本
計
画
に
基
づ
く
森
林
・
林
業
の
再
生
と
整
備
、
森
林
の
多
面
的
機
能
の
持
続
的
発
揮

に
向
け
、
「
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
」
の
使
途
に
森
林
吸
収
源
対
策
を
追
加
す
る
な
ど
安
定
的
な

財
源
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
森
林
情
報
の
収
集
や
境
界
確
認
、
合
意
形
成
、
路
網
整
備
、
不
在
村
者

対
策
を
始
め
と
す
る
集
約
化
施
業
の
促
進
に
対
す
る
更
な
る
支
援
を
図
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日
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